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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の脈波情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段から前記脈波情報を読み出し、前記脈波情報を解析して第１の期間におい
て所定の脈波パターンの出現回数を表す第１の出現回数と、第２の期間において前記所定
の脈波パターンの出現回数を表す第２の出現回数とを集計し、前記第１の出現回数と前記
第２の出現回数とに基づいて、前記脈波情報に所定の特徴が含まれているか否かを判定す
る解析手段と、を備え、
　前記第１の期間は、前記第２の期間よりも短いことを特徴とする生体情報解析装置。
【請求項２】
　前記解析手段は、
　前記第１の出現回数と第１の閾値との比較結果を表す第１の比較結果、および前記第２
の出現回数と第２の閾値との比較結果を表す第２の比較結果とを取得し、前記第１の比較
結果と前記第２の比較結果とに基づいて、前記脈波情報に所定の特徴が含まれているか否
かを判定することを特徴とする請求項１に記載の生体情報解析装置。
【請求項３】
　前記解析手段は、
　前記第１の出現回数が前記第１の閾値を超えた場合、あるいは前記第２の出現回数が前
記第２の閾値を超えた場合に、前記脈波情報に所定の特徴が含まれていると判定すること
を特徴とする請求項２に記載の生体情報解析装置。
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【請求項４】
　前記解析手段が、前記脈波情報に所定の特徴が含まれていると判定すると、アラートを
通知する通知手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の生体情報解析装置。
【請求項５】
　前記通知手段からアラートを受信するアラート受信手段と、
　前記アラート受信部で受信したアラートに応じた報知を行う報知手段と、
　を備える端末装置と、
　を、備えることを特徴とする請求項４に記載の生体情報解析装置。
【請求項６】
　利用者の脈波情報を取得する脈波情報取得手段と、
　前記脈波情報を解析して集計された第１の期間において所定の脈波パターンの出現回数
を表す第１の出現回数と、第２の期間において前記所定の脈波パターンの出現回数を表す
第２の出現回数とに基づいて、前記脈波情報に所定の特徴が含まれているか否かを判定す
る解析手段と、
　前記脈波情報に所定の特徴が含まれている場合にアラート情報を生成するアラート情報
生成部と、を備え、
　前記第１の期間は、前記第２の期間よりも短いことを特徴とする生体情報解析システム
。
【請求項７】
　前記解析手段は、
　前記第１の出現回数と第１の閾値との比較結果を表す第１の比較結果、および前記第２
の出現回数と第２の閾値との比較結果を表す第２の比較結果とを取得し、前記第１の比較
結果と前記第２の比較結果とに基づいて、前記脈波情報に所定の特徴が含まれているか否
かを判定することを特徴とする請求項６に記載の生体情報解析システム。
【請求項８】
　前記解析手段は、
　前記第１の出現回数が前記第１の閾値を超えた場合、あるいは前記第２の出現回数が前
記第２の閾値を超えた場合に、前記脈波情報に所定の特徴が含まれていると判定すること
を特徴とする請求項７に記載の生体情報解析システム。
【請求項９】
　コンピュータに、
　脈波情報を取得すると、前記脈波情報を解析して第１の期間において所定の脈波パター
ンの出現回数を表す第１の出現回数と、前記第１の期間よりも長い第２の期間において前
記所定の脈波パターンの出現回数を表す第２の出現回数とに基づいて、前記脈波情報に所
定の特徴が含まれているか否かを判定する解析手段と、
　前記脈波情報に前記所定の特徴を持った情報が含まれている場合　に、前記アラートメ
ッセージを前記生体情報測定装置に送信するアラート通知手段と
　を実現させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、本発明は、脈波の計測結果を解析する生体情報解析装置、生体情報解析システ
ム、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　脈拍計は、身体のある部位の血管への血液の流入によって生じる血管の容積変化の波形
である脈波を測定する装置である。脈波における振幅の起伏は心電図の波形における振幅
の起伏と全く同じにはならないものの、それと同じ周期性をもったものとなる。このため
、脈拍計の利用者は、脈拍計を用いて自身の脈拍の間隔や単位時間当たりの脈拍数を計測
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することにより、自身の循環器系に医師の診断を要するような異常が発生しているか否か
を知ることができる。
【０００３】
　この脈拍計に関わる技術を開示した文献として、特許文献１がある。同文献に開示され
た脈拍計は、利用者の手首に装着される装置本体と、測定部位である利用者の指に装着さ
れるセンサーモジュールと、これらを接続するケーブルとを有する。センサーモジュール
は、脈波センサーと圧力センサーとを併有している。脈波センサーは、測定部位に向けて
光を照射してその反射光を電気信号に変換し、この電気信号を利用者の脈波を示す信号と
して装置本体に送る。圧力センサーは、測定部位の体表面の圧力を電気信号に変換し、こ
の電気信号を測定部位の体表面の圧力を示す信号として装置本体に送る。
【０００４】
　装置本体は、圧力センサーの出力信号に対して適応フィルタ処理を施すことにより、体
動の影響によるノイズを模擬した信号を生成し、この信号を脈波センサーの出力信号から
減算することにより、ノイズの除去された信号を生成する。そして、このノイズの除去さ
れた信号を測定対象信号とし、この信号に現れるピークの間隔を脈拍間隔として測定し、
利用者に提示する。このような腕時計型の脈拍計によると、利用者は、着脱の煩わしさを
感じることなく、自身の脈波を長期間に亙ってモニタリングすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１７６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、脈拍計の利用者の多くは、脈拍計の測定結果である脈波から心疾患に繋
がる様々な症状を正しく判断できるほどの医学的知識を持ち合わせているわけではない。
このため、特許文献１の脈波計を利用するだけでは、医師の診断を早期に受けていれば発
見できたはずの異常を見逃してしまう可能性がある。
【０００７】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、脈拍計を装着して脈波をモニ
タリングする利用者に対し、そのまま放置しておくと重度の心疾患に至るような脈波の異
常を確実に知らせることができる技術的手段を提供することを解決課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る解析システムは、生体情報測定装置とサー
バ装置とを有するものであって、前記生体情報測定装置は、利用者から生体情報を検出す
る検出手段と、前記検出手段により生体情報を検出して前記サーバ装置に送信する制御を
時間を空けて繰り返すとともに、前記サーバ装置から利用者に注意を促すアラートメッセ
ージを受信した場合に、このアラートメッセージに応じた報知を行う制御手段とを具備し
、前記サーバ装置は、前記生体情報測定装置から生体情報が受信される都度、前記生体情
報に所定の特徴を持った情報が含まれているか否か解析する解析手段と、前記解析手段に
よる解析の結果、前記生体情報測定装置から受信された生体情報に前記所定の特徴を持っ
た情報が閾値を越える頻度で含まれていた場合に前記アラートメッセージを前記生体情報
測定装置に送信するアラート通知手段とを具備する。
【０００９】
　この発明によると、サーバ装置は、生体情報に所定の特徴を持った情報が含まれている
かの解析を行い、その情報が閾値を超える頻度で含まれている場合に、利用者に注意を促
がすアラートメッセージを利用者の生体情報測定装置に宛てて送信する。よって、生体情
報測定装置を装着して脈波をモニタリングする利用者に対し、そのまま放置しておくと重
度の心疾患に至るような脈波の異常を確実に知らせることができる。
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【００１０】
　上述した解析システムにおいて、前記生体情報は利用者の脈波を示すものとし、前記解
析手段は、前記生体情報が示す脈波に前記所定の特徴を示す波形パターンと一致する波形
部分が含まれているか否かを解析するようにしてもよい。
　この発明によれば、期外収縮や心房細動といった脈波の特徴を示す波形パターンを準備
して各々との一致の有無の解析を行うことにより、心疾患に繋がるような脈波の異常を利
用者に早期に知らせることができる。
【００１１】
　また、上述した解析システムにおいて、前記各波形パターンの種類を示す識別子と、そ
れらの波形パターン毎に設定された閾値とを対応付けて記憶したテーブルを具備し、前記
アラート通知手段は、前記生体情報が示す脈波における前記各波形パターンの所定時間あ
たりの出現回数と前記テーブル内における当該波形パターン毎の閾値とを比較し、いずれ
かの波形パターンの出現回数が閾値を超えた場合に、前記アラートメッセージを前記生体
情報測定装置に送信するようにしてもよい。
【００１２】
　この発明によれば、波形パターンＰＡについては出現回数が３回を超えたらアラートメ
ッセージを送信し、波形パターンＰＢについては出現回数が１０回を超えたらアラートメ
ッセージを送信する、というように、波形パターンの種類に応じてアラートメッセージの
送信の条件の設定を変えることができる。
【００１３】
　次に、本発明に係る生体情報解析装置は、生体情報測定装置から生体情報が受信される
都度、前記生体情報に所定の特徴を持った情報が含まれているか否か解析する解析手段と
、前記解析手段による解析の結果、前記生体情報測定装置から受信された生体情報に前記
所定の特徴を持った情報が含まれていた場合に前記アラートメッセージを前記生体情報測
定装置に送信するアラート通知手段とを具備する。
　この生体情報解析装置によれば、生体情報に所定の特徴を持った情報が含まれているか
の解析を行いアラートメッセージを返信するので、生体情報測定装置を装着して脈波をモ
ニタリングする利用者に対し、そのまま放置しておくと重度の心疾患に至るような脈波の
異常を確実に知らせることができる。
【００１４】
　ここで、前記生体情報は利用者の脈波を示すものであり、前記解析手段は、前記生体情
報が示す脈波に前記所定の特徴を示す波形パターンと一致する波形部分が含まれているか
否かを解析することが好ましい。脈波は血液の循環の状態を示す情報であるので、脈波を
解析することによって、各種の疾患を知ることができる。この発明によれば、疾患に特徴
的な脈波パターンを予め設定することによって、利用者に有意義なアラートメッセージを
知らせることができる。
【００１５】
　また、上述した生体情報解析装置は、前記各波形パターンの種類を示す識別子と、それ
らの波形パターン毎に設定された閾値とを対応付けて記憶したテーブルを具備し、前記ア
ラート通知手段は、前記生体情報が示す脈波における前記各波形パターンの所定時間あた
りの出現回数と前記テーブル内における当該波形パターン毎の閾値とを比較し、いずれか
の波形パターンの出現回数が閾値を超えた場合に、前記アラートメッセージを前記生体情
報測定装置に送信することが好ましい。
　この発明によれば、脈波パターンのみならず、その出現回数を加味してアラートメッセ
ージを送信することができるので、より詳細な解析結果を利用者に提供することができる
。
【００１６】
　次に、本発明はプログラムとして把握することができる。そのようなプログラムは、コ
ンピュータに、生体情報測定装置から生体情報が受信される都度、前記生体情報に所定の
特徴を持った情報が含まれているか否か解析する解析手段と、前記解析手段による解析の
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結果、前記生体情報測定装置から受信された生体情報に前記所定の特徴を持った情報が含
まれていた場合に前記アラートメッセージを前記生体情報測定装置に送信するアラート通
知手段とを実現させるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態である解析システムの全体構成を示す図である。
【図２】同システムの生体情報測定装置の外観を示す図である。
【図３】同システムの生体情報測定装置の構成を示すブロック図である。
【図４】同システムの携帯電話機の外観及び構成を示す図である。
【図５】同システムの端末装置の構成を示すブロック図である。
【図６】同システムのサーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図７】同システムのサーバ装置に記憶されている生体情報データベースＷＤＢのデータ
構造図である。
【図８】同システムのサーバ装置に記憶されている解析結果データベースのデータ構造図
である。
【図９】同システムにおいて行われる脈波記録処理を示すフローチャートである。
【図１０】生体情報データファイルＷＤＦのデータフォーマットを示す図である。
【図１１】同システムにおいて行われるデータ伝送処理を示すフローチャートである。
【図１２】同システムにおいて行われるアップロード処理を示すフローチャートである。
【図１３】生体情報データファイルＷＤＦ’のデータフォーマットを示す図である。
【図１４】同システムにおいて行われる解析処理を示すフローチャートである。
【図１５】期外収縮を発症している者の脈波を示す図である。
【図１６】心房細動を発症している者の脈波を示す図である。
【図１７】同システムにおいて行われるアラート処理を示すフローチャートである。
【図１８】同システムにおけるサーバ装置のハードディスクに格納されている診断テーブ
ルの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（Ａ：構成）
　図１は、本発明の一実施形態である解析システムの構成を示すブロック図である。この
システムは、利用者Ｙ－ｋ（ｋ＝１，２…）の身体に装着される生体情報測定装置１－ｋ
（ｋ＝１，２…）と、利用者Ｙ－ｋ（ｋ＝１，２…）に携帯される携帯電話機４－ｋ（ｋ
＝１，２…）と、医療機関における医師Ｄ－ｍ（ｍ＝１，２…）の利用に供される端末装
置６－ｍ（ｍ＝１，２…）と、システムを運営する事業者らの管理の下に稼働するサーバ
装置７とを有する。ここで、各利用者Ｙ－ｋは、運営事業者から固有のＩＤY－ｋの発行
を受けている。医師Ｄ－ｍは、運営事業者から固有のＩＤD－ｍの発行を受けている。ま
た、図１では、簡便のため、生体情報測定装置１－ｋ（ｋ＝１，２…）、携帯電話機４－
ｋ（ｋ＝１，２…）、及び端末装置６－ｍ（ｍ＝１，２…）の図示数を各々１つずつとし
ている。
【００１９】
　図２は、生体情報測定装置１－ｋの外観を示す図である。図３は、生体情報測定装置１
－ｋの構成を示すブロック図である。図２に示すように、生体情報測定装置１－ｋは、脈
波センサー３０と、装置本体１０と、これらを接続するケーブル２０とを有する。脈波セ
ンサー３０は、利用者Ｙ－ｋの左手人差指を測定部位とし、この部位の血管への血液の流
入によって生じる血管の容積変化を生体情報として検出する検出手段としての役割を果た
す。脈波センサー３０は、左手人差指の幅よりも小さな寸法を持った扁平な板状をなして
いる。脈波センサー３０は、発光素子３２ａと受光素子３２ｂを併有している。発光素子
３２ａは、血液に吸収され易い波長の発光色（例えば、青色とする）を持ったＬＥＤ（Li
ght Emitting Diode）である。受光素子３２ｂは、フォドダイオードである。脈波センサ
ー３０には、センサ固定用バンド３４が取り付けられている。
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【００２０】
　脈波センサー３０は、測定部位に発光素子３２ａ及び受光素子３２ｂを向けるようにし
て測定部位の周りにセンサ固定用バンド３４を巻きつけることにより、利用者Ｙ－ｋの身
体に装着される。この装着状態において、脈波センサー３０の発光素子３２ａは、装置本
体１０からケーブル２０を介して当該発光素子３２ａに供給される電流に応じた強度の光
を測定部位に向けて照射する。発光素子３２ａから照射された光は、測定部位の表皮を透
過してその奥の真皮の毛細血管に到達する。血管に到達した光の一部は血管内を流れる血
液により吸収される。また、血管に到達した光のうち血管内の血液により吸収されなかっ
た光は、一部は測定部位を透過し、残りは生体組織における散乱等を経た後に反射光とし
て受光素子３２ｂに到達する。受光素子３２ｂには、この反射光の受光強度に応じた大き
さの電流が流れる。ここで、測定部位における血管は、心拍と同じ周期で膨張と収縮を繰
り返している。そして、血管の膨張と収縮の周期と同じ周期で光の吸収量が増減し、これ
に合わせて反射光の強度も変化する。このため、受光素子３２ｂに流れる電流は、測定部
位における血管の容積変化を示す成分をもったものとなる。
【００２１】
　装置本体１０は、腕時計を模した形状を有している。装置本体１０の表面には、長方形
状の表示面を持った表示部１４が設けられている。表示部１４には、当該生体情報測定装
置１－ｋによる計測結果である脈間隔、脈拍数、その他の各種情報が表示される。装置本
体１０の筐体の外周部にはボタンスイッチ１６が設けられている。ボタンスイッチ１６は
、脈波の計測開始や計測終了、計測結果のリセットなどの各種指示の入力に用いられる。
装置本体１０の外周部における表示部１４を挟んで対向する部分には、リストバンド１２
の一端と他端が取り付けられている。装置本体１０は、リストバンド１２を利用者Ｙ－ｋ
の手首に巻きつけることにより、利用者Ｙ－ｋの身体に装着される。
【００２２】
　図３に示すように、生体情報測定装置１－ｋの装置本体１０には、通信インターフェー
ス１５０、アナログ回路部１１０、Ａ／Ｄ変換回路１２０、および制御回路部１３０が内
蔵されている。通信インターフェース１５０は、Bluetooth（登録商標）に準拠した無線
通信を行う装置である。装置本体１０は、この通信インターフェース１５０により携帯電
話機４－ｋと接続される。アナログ回路部１１０は、駆動回路１１２０、ＩＶ変換回路１
１１２、及びアンプ１１１６を有する。駆動回路１１２０は、脈波センサー３０の発光素
子３２ａを駆動させる回路である。この駆動回路１１２０は、制御回路部１３０による制
御の下、脈波センサー３０の発光素子３２ａに電流を供給する。これにより、発光素子３
２ａから測定部位に向けて光が照射され、その反射光の受光強度に応じて受光素子３２ｂ
を流れる電流が変化する。受光素子３２ｂを流れる電流が測定部位における血管の容積変
化を示す成分をもったものとなることは、上述した通りである。ＩＶ変換回路１１１２は
、受光素子３２ｂに流れる電流に応じた電圧をアンプ１１１６へ出力する。アンプ１１１
６は、ＩＶ変換回路１１１２の出力電圧を増幅し、増幅した信号を制御回路部１３０に出
力する。
【００２３】
　Ａ／Ｄ変換回路１２０は、アンプ１１１６の出力信号をデジタル形式に変換し、変換し
た信号を制御回路部１３０に出力する。制御回路部１３０は、生体情報測定装置１－ｋの
制御中枢としての役割を果たす装置である。制御回路部１３０は、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）１３１５、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３１６、ＲＯＭ（Read Only
 Memory）１３１７、及びＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programable Read-Only
 Memory）１３１８を含んでいる。
【００２４】
　ＣＰＵ１３１５は、ＲＡＭ１３１６をワークエリアとして利用しつつ、ＲＯＭ１３１７
に記憶された脈波計測プログラムを実行する。この脈波計測プログラムは、次の２つの機
能を有する。
ａ１．検出機能
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　これは、Ａ／Ｄ変換回路１２０の出力信号を利用者Ｙ－ｋの脈波を示す生体情報データ
ＷＤとして検出する機能である。
ｂ１．通信制御機能
　これは、生体情報データＷＤを携帯電話機４－ｋを介してサーバ装置７に送信する制御
を時間を空けてに繰り返すとともに、利用者Ｙ－ｋに心疾患についての注意を促すアラー
トメッセージＭＳALTをサーバ装置７から携帯電話機４－ｋを介して受信した場合に、そ
のメッセージＭＳALTの内容を示す報知画面を表示部１４に表示させる機能である。
【００２５】
　図４は、携帯電話機４－ｋの外観及び構成を示すブロック図である。この携帯電話機４
－ｋは、筐体４１０及び筐体４２０とこれらを連結するヒンジ部材４３０とを有する。筐
体４１０の表面にはスピーカ４２１３とディスプレイ４１１３が設けられている。筐体４
２０の表面には操作キー４２１２とマイクロホン４１１２が設けられている。
【００２６】
　筐体４２０には、通信インターフェース４２１４と、制御部４４０と、当該携帯電話機
４－ｋにおける電力の供給源であるバッテリ４５０とが内蔵されている。通信インターフ
ェース４２１４は、Bluetoothに準拠した無線通信を行う装置である。携帯電話機４－ｋ
は、この通信インターフェース４２１４により生体情報測定装置１－ｋと接続される。制
御部４４０は、無線通信部４５１１、音声処理部４５１２、表示処理部４５１３、ＣＰＵ
４５１４、ＲＡＭ４５１５、ＲＯＭ４５１６、及びＥＥＰＲＯＭ４５１７を有する。無線
通信部４５１１は、ＣＰＵ４５１４による制御の下、移動体パケット通信網８における基
地局とコネクションを確立し、移動体パケット通信網８やインターネット９に接続されて
いる他の装置との間でデータを送受信する。音声処理部４５１２は、ＣＰＵ４５１４によ
る制御の下、スピーカ４２１３及びマイクロホン４１１２とＣＰＵ４５１４との間の音信
号の送受信を仲介する。表示処理部４５１３は、ＣＰＵ４５１４による制御の下、ディス
プレイ４１１３に画像を表示させる。ＥＥＰＲＯＭ４５１７には、利用者Ｙ－ｋのＩＤY

－ｋが記憶されている。ＣＰＵ４５１４は、ＲＡＭ４５１４をワークエリアとして利用し
つつ、ＲＯＭ４５１６に記憶された制御プログラムを実行する。この制御プログラムは、
アップロード機能を有する。アップロード機能は、生体情報データＷＤのアップロードを
指示する操作が行われた場合に、生体情報測定装置１－ｋにコマンドＣＭを送って以後に
同装置１－ｋから伝送されてくる生体情報データＷＤをＥＥＰＲＯＭ４５１７に記憶し、
この生体情報データＷＤをサーバ装置７に送信する機能である。
【００２７】
　図５は、端末装置６－ｍの構成を示すブロック図である。端末装置６－ｍは、制御部６
１０、ハードディスク６２０、ＮＩＣ６３０、ディスプレイ６４０、キーボード６５０、
及びマウス６６０を有する。制御部６１０は、ＣＰＵ６１１、ＲＡＭ６１２、及びＲＯＭ
６１３を有する。ＣＰＵ６１１は、ＲＡＭ６１２をワークエリアとして利用しつつ、ＲＯ
Ｍ６１３やハードディスク６２０に記憶された各種プログラムを実行する。ハードディス
ク６２０には、制御プログラムが記憶されている。制御プログラムは、報知内容閲覧支援
機能を有する。報知内容閲覧支援機能は、サーバ装置７から利用者Ｙ－ｋの脈波計測装置
１－ｋに宛てて送信されたものと同じアラートメッセージＭＳALTを同装置７から受信し
、アラートメッセージＭＳALTの内容を表す報知画面をディスプレイ６４０に表示させる
機能である。
【００２８】
　図６は、サーバ装置７の構成を示すブロック図である。サーバ装置７は、制御部７１０
、ハードディスク７２０、及びＮＩＣ７３０を有する。制御部７１０は、ＣＰＵ７１１、
ＲＡＭ７１２、及びＲＯＭ７１３を有する。ＣＰＵ７１１は、ＲＡＭ７１２をワークエリ
アとして利用しつつ、ＲＯＭ７１３やハードディスク７２０に記憶された各種プログラム
を実行する。ハードディスク７２０には、次の２種類のデータベースが記憶されている。
【００２９】
ａ４．生体情報データベースＷＤＢ
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　図７は、生体情報データベースＷＤＢのデータ構造を示す図である。生体情報データベ
ースＷＤＢは、利用者Ｙ－ｋの携帯電話機４－ｋからサーバ装置７にアップロードされた
生体情報データＷＤと対応するレコードの集合体である。図７に示すように、生体情報デ
ータベースＷＤＢにおける各レコードは、「利用者ＩＤ」、「時刻」、「脈波ＩＤ」の３
つのフィールドを有する。「利用者ＩＤ」のフィールドは、サーバ装置７への生体情報デ
ータＷＤのアップロードを行った利用者Ｙ－ｋのＩＤY－ｋを示す。また、「時刻」のフ
ィールドは、生体情報測定装置１－ｋにおける生体情報データＷＤの記録開始時刻ｔｓｓ
を示し、「脈波ＩＤ」のフィールドは、その生体情報データＷＤに固有のＩＤW（より具
体的には、ハードディスク７２０内における当該生体情報データＷＤの格納アドレスと生
体情報データＷＤのファイル名を結合した文字列）を示す。
【００３０】
ｂ４．解析結果データベースＲＤＢ－ｋ
　図８は、解析結果データベースＲＤＢ－ｋのデータ構造を示す図である。ここで、ハー
ドディスク７２０には、利用者Ｙ－ｋ（ｋ＝１，２…）毎の個別の解析結果データベース
ＲＤＢ－ｋ（ｋ＝１，２…）が記憶されている。１人の利用者Ｙ－ｋの解析結果データベ
ースＲＤＢ－ｋは、その利用者Ｙ－ｋの携帯電話機４－ｋからサーバ装置７にアップロー
ドされた生体情報データＷＤのうち、２種類の波形パターンＰＡまたはＰＢのいずれかと
一致する波形部分を含んでいるものと対応するレコードの集合体である。ここで、波形パ
ターンＰＡまたはＰＢのうち波形パターンＰＡは、不整脈の一種である期外収縮が発生し
ている場合の脈波の特徴を表したものである。波形パターンＰＢは、不整脈の一種である
心房細動が発生している場合の脈波の特徴を表したものである。本実施形態では、生体情
報データＷＤを解析して生体情報データＷＤが波形パターンＰＡまたはＰＢのいずれかと
一致する波形部分を含んでいるかを判定し、生体情報データＷＤが波形パターンＰＡまた
はＰＢのいずれかと一致する波形部分を含んでいる場合に、その解析結果に関わる情報を
管理するためのレコードをこのデータベースＲＤＢ－ｋ内に形成する。生体情報データＷ
Ｄの解析に関わる処理の詳細については、後述する。
【００３１】
　図８に示すように、解析結果データベースＲＤＢ－ｋにおける各レコードは、「利用者
ＩＤ」、「時刻」、「波形タイプ」の３つのフィールドを有する。「利用者ＩＤ」のフィ
ールドは、利用者のＩＤY－ｋを示す。「時刻」のフィールドは、生体情報データＷＤの
記録開始時刻ｔｓｓを示す。また、「波形タイプ」は、波形パターンＰＡの種類を示す識
別子ＩＤPA、または、波形パターンＰＢの種類を示す識別子ＩＤPBを示す。
【００３２】
　また、ハードディスク７２０には、制御プログラムが記憶されている。この制御プログ
ラムは、次の２つの機能を有する。
ａ５．解析機能
　これは、利用者Ｙ－ｋの生体情報測定装置１－ｋから生体情報データＷＤが受信される
都度、生体情報データＷＤが示す脈波に不整脈とみなし得る脈波の特徴を持った波形部分
が含まれているか解析する機能である。
【００３３】
ｂ５．アラート通知機能
　これは、解析機能による解析の結果、利用者Ｙ－ｋの生体情報測定装置１－ｋから受信
された生体情報データＷＤに不整脈とみなし得る脈波の特徴を持った波形部分が含まれて
いた場合に、アラートメッセージＭＳALTをその利用者Ｙ－ｋの生体情報測定装置１－ｋ
とその利用者Ｙ－ｋの掛り付けの医師Ｄ－ｍの端末装置６－ｍに宛てて送信する機能であ
る。
【００３４】
（Ｂ：動作）
　次に、本実施形態の動作を説明する。本実施形態では、脈波記録処理、データ伝送処理
、アップロード処理、解析処理、及びアラート通知処理が行われる。以下、各処理につい
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て詳細に説明する。
【００３５】
　図９は、脈波記録処理を示すフローチャートである。この処理は、生体情報測定装置１
－ｋにより実行される処理である。生体情報測定装置１－ｋは、測定モードと通信モード
の２つのモードを有している。この処理は、生体情報測定装置１－ｋを測定モードにした
状態において、生体情報測定装置１－ｋのボタンスイッチ１６によって脈波の記録を指示
する操作が行われると開始される。
【００３６】
　脈波記録処理において、ＣＰＵ１３１５は、脈波の記録を指示する操作が行われると、
この操作が行われてから時間Ｔ１（例えば、Ｔ１＝１０分間とする）が経過する度にその
経過時点の時刻を記録開始時刻ｔｓｓとしてＲＡＭ１３１６に記憶するとともに（Ｓ１０
０１）、各記録開始時刻ｔｓｓから時間Ｔ２（例えば、Ｔ２＝１分間とする）が経過する
までの間のＡ／Ｄ変換回路１２０の出力信号を生体情報データＷＤとしてＲＡＭ１３１６
に記憶させる（Ｓ１００２）。従って、時間Ｔ１が経過するとＴ１／Ｔ２個の生体情報デ
ータＷＤがＲＡＭ１３１６に一時的に記憶される。ＣＰＵ１３１５は、Ｔ１／Ｔ２個の生
体情報データＷＤが生成される度に、生体情報データＷＤと記録開始時刻ｔｓｓとを含む
生体情報データファイルＷＤＦを生成し、この生体情報データファイルＷＤＦをＥＥＰＲ
ＯＭ１３１８に記憶する（Ｓ１００３）。図１０は、生体情報データファイルＷＤＦのデ
ータフォーマットを示す図である。即ち、時間Ｔ１ごとに、Ｔ１／Ｔ２個の生体情報デー
タＷＤをまとめ、これに記録開始時刻ｔｓｓを付加して１個の生体情報データファイルＷ
ＤＦを生成している。このように、時間Ｔ１といった単位で記録開始時刻ｔｓｓを記録し
た生体情報データファイルＷＤＦを生成するが、サーバ装置７においては、記録開始時刻
ｔｓｓからのサンプル数に基づいて生体情報データＷＤの波形のうち特徴点の発生時刻を
特定する。例えば、記録開始時刻ｔｓｓが「１０：００」であり、その３２０００サンプ
ル目のデータ付近に特徴点があり、サンプリング周期が１／３２秒（１秒間に３２個のサ
ンプルがある）であったとする。この場合、特徴点は開始から１０００秒後（＝32000/32
）であり、１０：１６’４０が発生時刻であると特定できる。
【００３７】
　図１１は、データ伝送処理を示すフローチャートである。この処理は、生体情報測定装
置１－ｋと携帯電話機４－ｋにより実行される処理である。この処理は、生体情報測定装
置１－ｋを通信モードにした状態において、携帯電話機４－ｋの操作キー４２１２によっ
てデータ伝送を指示する操作が行われると開始される。
【００３８】
　データ伝送処理において、携帯電話機４－ｋのＣＰＵ４５１４は、データ伝送を指示す
る操作が行われた以降、時間Ｔ１（Ｔ１＝１０分）が経過する度に、コマンドＣＭを生体
情報測定装置１－ｋに伝送する（Ｓ１０１１）。生体情報測定装置１－ｋのＣＰＵ１３１
５は、前回のコマンドＣＭの受領時から今回のコマンドＣＭの受領時までの間にＥＥＰＲ
ＯＭ１３１８に記憶された生体情報データファイルＷＤＦをＥＥＰＲＯＭ１３１８から読
み出し、無線区間を介して携帯電話機４－ｋに伝送する（Ｓ１０１２）。この伝送は、Ｘ
ＭＯＤＥＭなどのバイナリ転送プロトコルに従って行う。携帯電話機４－ｋのＣＰＵ４５
１４は、生体情報測定装置１－ｋから伝送されてくる生体情報データファイルＷＤＦをＥ
ＥＰＲＯＭ４５１７に記憶する（Ｓ１０１３）。
【００３９】
　図１２は、アップロード処理を示すフローチャートである。この処理は、携帯電話機４
－ｋとサーバ装置７とにより実行される処理である。この処理は、携帯電話機４－ｋのブ
ラウザアプリケーションを起動させた状態において、サーバ装置７のアップロードサービ
スページへのアクセスを指示する操作が行われると開始される。
【００４０】
　アップロード処理において、携帯電話機４－ｋのＣＰＵ４５１４は、アップロードサー
ビスページへのアクセスを指示する操作が行われると、同ページの閲覧を求めるメッセー
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ジＭＳSVC1をサーバ装置７に宛てて送信する（Ｓ１０２１）。このメッセージＭＳSVC1は
、移動体パケット通信網８及びインターネット９を介してサーバ装置７に送られる。サー
バ装置７のＣＰＵ７１１は、メッセージＭＳSVC1を受信すると、アップロードサービスペ
ージの表示制御データＤＤSVC1を携帯電話機４－ｋに宛てて送信する（Ｓ１０２２）。表
示制御データＤＤSVC1は、インターネット９及び移動体パケット通信網８を介して携帯電
話機４－ｋに送られる。
【００４１】
　携帯電話機４－ｋは、表示制御データＤＤSVC1が示す画面をディスプレイ４１１３に表
示させる（Ｓ１０２３）。この画面には、ＩＤの入力を促す内容の文字列とＩＤ入力欄と
が表示されている。利用者Ｙ－ｋは、携帯電話機４－ｋの操作キー４２１２を操作し、Ｉ
Ｄ入力欄に自身のＩＤY－ｋを入力する。携帯電話機４－ｋのＣＰＵ４５１４は、操作キ
ー４２１２によって入力されたＩＤY－ｋを含むメッセージＭＳUP1をサーバ装置７に送信
する（Ｓ１０２４）。メッセージＭＳUP1は、移動体パケット通信網８及びインターネッ
ト９を介してサーバ装置７に送られる。サーバ装置７のＣＰＵ６１１は、このメッセージ
ＭＳUP1からＩＤY－ｋを取り出し、このＩＤY－ｋを用いた所定の認証処理を行った後、
アップロード用画面の表示制御データＤＤUP1を携帯電話機４－ｋに宛てて送信する（Ｓ
１０２５）。表示制御データＤＤUP1は、インターネット９及び移動体パケット通信網８
を介して携帯電話機４－ｋに送られる。
【００４２】
　携帯電話機４－ｋは、サーバ装置７から表示制御データＤＤUP1を受信すると、その表
示制御データＤＤUP1が示す画面をディスプレイ４１１３に表示させる（Ｓ１０２６）。
この画面には、生体情報データＷＤのアップロードを促す内容の文字列が表示されている
。利用者Ｙ－ｋは、携帯電話機４－ｋの操作キー４２１２を操作し、生体情報データＷＤ
のアップロードを指示する。携帯電話機４－ｋのＣＰＵ４５１４は、生体情報データＷＤ
のアップロードが指示されると、ＥＥＰＲＯＭ４５１７に記憶されている生体情報データ
ファイルＷＤＦに利用者Ｙ－ｋのＩＤY－ｋを埋め込んだ生体情報データファイルＷＤＦ
’を生成し、この生体情報データファイルＷＤＦ’をサーバ装置７に送信する（Ｓ１０２
７）。図１３は、生体情報データファイルＷＤＦ’のデータ構造を示す図である。生体情
報データファイルＷＤＦ’は、移動体パケット通信網８及びインターネット９を介してサ
ーバ装置７に送られる。なお、上述した生体情報データファイルＷＤＦ’は、ある時点（
例えば、一日一回）実行されるものであるが、Ｓ１０２１～Ｓ１０２７の処理を一度、実
行すれば、所定の周期（例えば、１０分に１回）で自動的にサーバ装置７に生体情報デー
タファイルＷＤＦ’を送信するようにしてもよい。例えば、１個の生体情報データファイ
ルＷＤＦが１０分間のデータをまとめたものであり、記録開始時刻ｔｓｓが互いに異なる
１２個の生体情報データファイルＷＤＦがＥＥＰＲＯＭ４５１７に記憶されている場合を
想定する。この場合、１２個の生体情報データファイルＷＤＦのううち、記録開始時刻ｔ
ｓｓの最も早いものにＩＤY－ｋを埋め込んで生体情報データファイルＷＤＦ’を生成し
て送信する。そして、残り１１個の生体情報データファイルＷＤＦについても、同じＩＤ

Y－ｋを各々埋め込んで１１個の生体情報データファイルＷＤＦ’を生成し、これを順次
送信すればよい。
【００４３】
　サーバ装置７のＣＰＵ７１１は、生体情報データファイルＷＤＦ’を受信すると、その
生体情報データファイルＷＤＦ’内における生体情報データＷＤをハードディスク７２０
の空き領域に記憶する（Ｓ１０２８）。また、ＣＰＵ７１１は、生体情報データファイル
ＷＤＦ’内における利用者Ｙ－ｋのＩＤY－ｋ、記録開始時刻ｔｓｓ、及び生体情報デー
タＷＤの固有のＩＤW（ハードディスク７２０内における当該生体情報データＷＤの格納
アドレスと生体情報データＷＤのファイル名を結合した文字列）を含むレコードを生体情
報データベースＷＤＢに登録する（Ｓ１０２９）。
【００４４】
　図１４は、解析処理を示すフローチャートである。この処理は、サーバ装置７により実
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行される処理である。この処理は、生体情報データベースＷＤＢに新たなレコードが登録
される都度、実行される。
【００４５】
　解析処理において、サーバ装置７のＣＰＵ７１１は、利用者Ｙ－ｋの生体情報データベ
ースＷＤＢに新たなレコードが登録されると、そのレコードを生体情報データベースＷＤ
Ｂから読み出してＲＡＭ７１２に記憶するとともに、そのレコードにおけるＩＤWと対応
する生体情報データＷＤをハードディスク７２０における該当の記憶領域から読み出して
ＲＡＭ７１２に記憶する（Ｓ１０３１）。
【００４６】
　ＣＰＵ７１１は、ＲＡＭ７１２内における生体情報データＷＤを解析し、当該生体情報
データＷＤが示す脈波に波形パターンＰＡまたはＰＢと一致する波形部分が含まれている
か判定する（Ｓ１０３２）。このステップＳ１０３２における解析の具体的な手順は次の
通りである。
【００４７】
ａ６．波形パターンＰＡと一致する波形部分を含むか否かについての解析
　期外収縮は、心臓が本来の周期を外れて収縮することにより発生する不整脈である。図
１５に示すように、期外収縮を発症している者の脈波は、本来の周期の通りに発生するピ
ークとその周期よりも早く発生するピークとが混在したものなる。そこで、ＣＰＵ７１１
は、生体情報データＷＤが示す脈波における相前後するピーク間の時間間隔を求める。そ
して、ピーク間の時間間隔が所定値より短くなっている波形部分がある場合、その波形部
分が波形パターンＰＡと一致しているとみなす。
【００４８】
ｂ６．波形パターンＰＢと一致する波形部分を含むか否かについての解析
　心房細動は、心房が不規則に興奮収縮することにより発生する不整脈である。図１６に
示すように、心房細動を発症している者の脈波は、ピークの時刻と振幅がともに不均一な
ものとなる。そこで、ＣＰＵ７１１は、生体情報データＷＤが示す脈波における相前後す
るピーク間の時間間隔及び振幅変化量を求める。そして、ピーク間の時間間隔及び振幅変
化量がともに所定の範疇から外れている波形部分がある場合、その波形部分が波形パター
ンＰＢと一致しているとみなす。
【００４９】
　ＣＰＵ７１１は、ステップＳ１０３２において、生体情報データＷＤが示す脈波に波形
パターンＰＡまたはＰＢと一致する波形部分が現れた場合には、当該生体情報データＷＤ
が示す脈波における波形パターンＰＡ（またはＰＢ）と一致する波形部分を異常部分とみ
なし、利用者Ｙ－ｋのＩＤY－ｋ、当該生体情報データＷＤの記録開始時刻ｔｓｓ、及び
該当する波形パターンＰＡ（またはＰＢ）の識別子ＩＤPA（またはＩＤPB）を含むレコー
ドを利用者Ｙ－ｋの解析結果データベースＲＤＢ－ｋに追加する（Ｓ１０３３）。
【００５０】
　図１７は、アラート通知処理を示すフローチャートである。この処理は、サーバ装置７
、携帯電話機４－ｋ、生体情報測定装置１－ｋ、及び端末装置６－ｍにより実行される処
理である。この処理は、利用者Ｙ－ｋの解析結果データベースＲＤＢ－ｋに新たなレコー
ドが追加される都度、そのデータベースＲＤＢ－ｋについて実行される。
【００５１】
　アラート通知処理において、サーバ装置７のＣＰＵ７１１は、利用者Ｙ－ｋの解析結果
データベースＲＤＢ－ｋに新たなレコードが追加されると、そのデータベースＲＤＢ－ｋ
内における識別子ＩＤPAの記憶総数を利用者Ｙ－ｋの脈波における波形パターンＰＡの出
現総数ＮｕｍＡとして集計する（Ｓ１０４１）。ＣＰＵ７１１は、解析結果データベース
ＲＤＢ－ｋ内における識別子ＩＤPBの記憶総数ＮｕｍＢを利用者Ｙ－ｋの脈波における波
形パターンＰＢの出現総数ＮｕｍＢとして集計する（Ｓ１０４２）。
【００５２】
　ＣＰＵ７１１は、解析結果データベースＲＤＢ－ｋ内における識別子ＩＤPAを含むレコ
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ード（ＩＤY－ｋ、記録開始時刻ｔｓｓ、識別子ＩＤPAのセット）を時系列順に参照し、
利用者Ｙ－ｋの脈波に１０秒あたりＫ（例えば、Ｋ＝３とする）個以上の波形パターンＰ
Ａが現れた回数ＮｕｍＡ’と、利用者Ｙ－ｋの脈波に１分あたりＬ（例えば、Ｌ＝１０と
する）個以上の波形パターンＰＡが現れた回数ＮｕｍＡ”とを集計する（Ｓ１０４３）。
また、ＣＰＵ７１１は、解析結果データベースＲＤＢ－ｋ内における識別子ＩＤPBを含む
レコード（ＩＤY－ｋ、記録開始時刻ｔｓｓ、識別子ＩＤPBのセット）を時系列順に参照
し、利用者Ｙ－ｋの脈波に１０秒あたりＭ（例えば、Ｍ＝３とする）個以上の波形パター
ンＰＢが現れた回数ＮｕｍＢ’と、利用者Ｙ－ｋの脈波に１分あたりＮ（例えば、Ｎ＝１
０とする）個以上の波形パターンＰＢが現れた回数ＮｕｍＢ”とを集計する（Ｓ１０４４
）。
【００５３】
　そして、ＣＰＵ７１１は、集計結果である回数ＮｕｍＡ，ＮｕｍＢ，ＮｕｍＡ’，Ｎｕ
ｍＡ”，ＮｕｍＢ’，ＮｕｍＢ”を各々について定められた閾値ＴＨＡ，ＴＨＢ，ＴＨＡ
'，ＴＨＡ”，ＴＨＢ’，ＴＨＢ”と比較し（Ｓ１０４５）、閾値ＴＨＡ，ＴＨＢ，ＴＨ
Ａ'，ＴＨＡ”，ＴＨＢ’，ＴＨＢ”を上回ったものがあった場合（Ｓ１０４６：Ｙｅｓ
）、心疾患についての注意が必要であるとみなし、利用者Ｙ－ｋの携帯電話機４－ｋと利
用者Ｙ－ｋの掛り付けの医師Ｄ－ｍの端末装置６－ｍに宛ててメッセージＭＳALTを送信
する（Ｓ１０４７）。
【００５４】
　ここで、回数ＮｕｍＡ，ＮｕｍＢ，ＮｕｍＡ’，ＮｕｍＡ”，ＮｕｍＢ’，ＮｕｍＢ”
と閾値ＴＨＡ，ＴＨＢ，ＴＨＡ'，ＴＨＡ”，ＴＨＢ’，ＴＨＢ”との比較は、診断テー
ブルを利用して行う。図１８は、診断テーブルの一例を示す図である。この例の診断テー
ブルにおける１番目のレコードには、「Sato001」のＩＤY－ｋが割り当てられた利用者Ｙ
－ｋについての閾値が収録されている。このレコードでは、「閾値ＴＨＡ＝１」、「閾値
ＴＨＢ＝０」、「閾値ＴＨＡ'＝なし」、「閾値ＴＨＢ’＝３」、「閾値ＴＨＡ”＝なし
」、「閾値ＴＨＢ”＝１０」となっている。よって、この利用者Ｙ－ｋの場合、回数Ｎｕ
ｍＡが１を超えた場合、回数ＮｕｍＢ’が３を超えた場合、または、回数ＮｕｍＢ”が１
０を超えた場合にメッセージＭＳALTが送信される。
【００５５】
　サーバ装置７から送信されたメッセージＭＳALTは、インターネット９及び移動体パケ
ット通信網８を介して携帯電話機４－ｋと端末装置６－ｍに送られる。携帯電話機４－ｋ
のＣＰＵ４５１４は、メッセージＭＳALTを受信すると、受信したメッセージＭＳALTをＥ
ＥＰＲＯＭ４５１７に記憶する（Ｓ１０４８）。そして、携帯電話機４－ｋのＣＰＵ４５
１４は、ＥＥＰＲＯＭ４５１７からメッセージＭＳALTを読み出し、生体情報測定装置１
－ｋに無線区間を介して伝送する（Ｓ１０４９）。生体情報測定装置１－ｋは、携帯電話
機４－ｋからメッセージＭＳALTが伝送された場合、報知画面を表示部１４に表示させる
（Ｓ１０５０）。利用者Ｙ－ｋは、この報知画面を参照することにより、自身の心臓の状
態が医療機関での診断を要する程度にまで悪くなっていることを知ることができる。
【００５６】
　また、端末装置６－ｍのＣＰＵ６１１は、メッセージＭＳALTを受信すると、報知画面
をディスプレイ６４０に表示させる（Ｓ１０５１）。医師Ｄ－ｍは、この報知画面を参照
することにより、自らの患者である利用者Ｙ－ｋの心臓の状態が悪くなっていることを知
ることができる。
【００５７】
　以上説明した本実施形態によると、次のような効果が得られる。
　第１に、本実施形態では、サーバ装置７－ｍは、生体情報データＷＤに所定の特徴を持
った情報が含まれているかの解析を行い、そのような情報が含まれている場合に、利用者
に注意を促がすアラートメッセージＭＳALTを利用者Ｙ－ｋの生体情報測定装置１－ｋに
宛てて送信する。よって、生体情報測定装置１－ｋを装着して脈波をモニタリングする利
用者Ｙ－ｋに対し、そのまま放置しておくと重度の心疾患に至るような脈波の異常を確実
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に知らせることができる。
【００５８】
　第２に、本実施形態では、期外収縮や心房細動といったような心疾患に繋がる不整脈が
発症している場合の脈波の特徴を示す波形パターンＰＡ及びＰＢを準備しておき、各々と
の一致の有無の解析を行う。これにより、心疾患に繋がるような脈波の異常を早期に発見
することができる。
【００５９】
　第３に、本実施形態では、サーバ装置７は、各波形パターンの種類を示す識別子とそれ
らの波形パターン毎に設定された閾値とを対応付けて記憶したテーブルを具備している。
そして、各波形パターンの識別子と対応付けてテーブルに記憶された閾値を取得し、取得
した閾値を当該波形パターンの所定時間あたりの出現回数と比較し、出現回数が閾値を超
えた場合にアラートメッセージＭＳALTを送信する。よって、本実施形態によると、波形
パターンＰＡについては出現回数が３回を超えたらアラートメッセージＭＳALTを送信し
、波形パターンＰＢについては出現回数が１０回を超えたらアラートメッセージＭＳALT

を送信する、というように、波形パターンの種類に応じてアラートメッセージＭＳALTの
送信の条件の設定を変えることができる。
【００６０】
（Ｃ：変形）
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、この実施形態に以下に述べる変形を加
えても勿論良い。
（１）上記実施形態では、アラートメッセージＭＳALTの内容を報知画面によって利用者
Ｙ－ｋに知らせた。しかし、アラートメッセージＭＳALTの内容を音やバイブレーション
などによって知らせてもよい。
【００６１】
（２）上記実施形態では、生体情報測定装置１－ｋが、アラートメッセージＭＳALTの内
容を利用者Ｙ－ｋに報知する報知手段としての役割を果たした。しかし、携帯電話機４－
ｋがこの役割を果たしてもよい。この場合、携帯電話機４－ｋは、サーバ装置７からアラ
ートメッセージＭＳALTを受信した場合に、そのメッセージＭＳALTを生体情報測定装置１
－ｋに伝送することなく、ディスプレイ４１１３にその内容を表す報知画面を表示させる
とよい。また、アラートメッセージＭＳALTの内容を表す音声をスピーカ４２１３から放
音させてもよい。
【００６２】
（３）上記実施形態では、生体情報測定装置１－ｋは、利用者Ｙ－ｋの脈波を生体情報デ
ータＷＤとして検出した。しかし、利用者Ｙ－ｋの血圧や心拍などを生体情報データＷＤ
として検出してもよい。
【００６３】
（４）上記実施形態では、サーバ装置７は、利用者Ｙ－ｋから検出された生体情報データ
ＷＤに所定の特徴を持った情報が含まれているかの解析を行い、そのような情報が含まれ
ている場合に、利用者Ｙ－ｋの生体情報測定装置１－ｋと利用者Ｙ－ｋの掛り付け医師Ｄ
－ｍの端末装置６－ｍにアラートメッセージＭＳALTを送信した。しかし、利用者Ｙ－ｋ
の生体情報測定装置１－ｋにだけアラートメッセージＭＳALTを送信してもよい。また、
利用者Ｙ－ｋから検出された生体情報データＷＤに所定の特徴を持った情報が含まれてい
るかの解析を行った結果、その情報が第１の閾値を超える頻度で含まれている場合に、生
体情報測定装置１－ｋにアラートメッセージＭＳALTを送信し、その情報が第１の閾値よ
りも大きな第２の閾値を超える頻度で含まれている場合に、生体情報測定装置１－ｋと端
末装置６－ｍにアラートメッセージＭＳALTを送信するようにしてもよい。この実施形態
によると、利用者Ｙ－ｋが重度の疾患に陥ったときに、医師Ｄ－ｍへの通知がなされるよ
うにすることができる。
【００６４】
（５）また、上述した実施形態では、脈波センサー３０はセンサー固定用バンド３４によ
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り被験者の人指し指の根元から第２指関節までの間の部分に巻きつけられているが、脈波
脈波センサー３０をカフ（腕帯）により被験者の上腕部または前腕部に巻き付ける構造に
しても良い。
　さらに、上述した実施形態では、生体情報測定装置１－ｋは、手首に装着される装置本
体１０と、人指し指の根元から第２指関節までの間の部分に装着される脈波センサー３０
とを備え、これらはケーブル２０を介して接続される構造を有しているが、脈波センサー
３０と装置本体１０とが一体として構成され、共にリストバンド１２により被験者の手首
に装着する構造にしても良い。この場合、ケーブル２０が不要となり、装置本体１０と脈
波センサー３０とが一体となった腕時計構造を有するため、生体情報測定装置１－ｋの使
い勝手の向上が可能となる。
　また、上述した実施形態では、装置本体１０を腕時計構造とし、リストバンド１２によ
り被験者の手首に巻き付ける構造を有しているが、装置本体１０を携帯電話等の外部の機
器上に設け、装置本体１０が設けられた携帯電話等と脈波センサー３０との間で無線通信
を実行してもよい。この場合、脈波センサー３０は、手首、上腕部あるいは前腕部に巻き
つけるカフ（腕帯）としてもよい。あるいは、耳朶に装着する構成としてもよい。装置本
体１０は、携帯電話の有する表示機能、入力機能、及びＣＰＵを利用できるため、生体情
報測定装置１－ｋの低コスト化が可能となる。
【符号の説明】
【００６５】
　１…生体情報測定装置、４…携帯電話機、６…端末装置、７…サーバ装置、８…移動体
パケット通信網、９…インターネット、１０…装置本体、１２…リストバンド、１４…表
示部、１６…ボタンスイッチ、２０…ケーブル、３０…脈波センサ、３２ａ…発光素子、
３２ｂ…受光素子、３４…センサ固定用バンド、１１０…アナログ回路部、１１１２…Ｉ
Ｖ変換回路、１１１６…アンプ、１１２０…駆動回路、１２０…Ａ／Ｄ変換回路、１３０
…制御回路部、６１１，７１１，１３１５，４５１４…ＣＰＵ、６１２，７１２，１３１
６，４５１５…ＲＡＭ、６１３，７１３，１３１７，４５１６…ＲＯＭ、１３１８，４５
１７…ＥＥＰＲＯＭ、１５０，４２１４…通信インターフェース、４４０，６１０，７１
０…制御部、６２０，７２０…ハードディスク、４５０…バッテリ、６３０，７３０…Ｎ
ＩＣ、６４０，４１１３…ディスプレイ、６５０…キーボード、６６０…マウス、４５１
１…無線通信部、４２４２…操作キー、４５１２…音声処理部、４５１３…表示処理部、
４２１３…スピーカ、４１１２…マイクロホン。
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置7存储在硬盘中时，波形图的标识符被存储在硬盘中。 由生物体信息
数据指示的电波具有与能够被视为心律不齐的波形模式相对应的波形部
分。 服务器设备7从硬盘内的标识符的存储历史中将波形图案的出现频
率相加，并且当出现频率超过阈值时向便携式电话4发送警报和消息。
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